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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年６月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 操縦者行方不明 

発生日時 不明（令和３年４月９日 ０３時０５分ごろ～１０時１７分ごろの

間） 

発生場所 不明（高知県土佐市白
しら

ノ鼻東方沖４海里（Ｍ）付近～白ノ鼻南南東方

沖１０.６Ｍ付近の間） 

事故の概要  漁船明旺
めいおう

丸は、無人の状態で漂流しているところを発見され、操縦

者が行方不明となった。 

事故調査の経過 令和３年４月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明となってい

るため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 明旺丸、４.６８トン 

 ＫＯ３－１８１７２（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.６０ｍ（Lr）×２.６９ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５２年５月１９日 

 乗組員等に関する情報 操縦者 ７３歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 行方不明 １人（操縦者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、視界 良好 

 本船発見場所南南東方沖約９.８Ｍに位置する土佐黒潮牧場１２号

施設灯における観測値は次のとおりであった。 

時刻 風向

(°) 

風速 

(m/s) 

03 時 00 分 000 8.65 

04 時 00 分 350 7.63 

05 時 00 分 356 9.19 

06 時 00 分 353 8.82 

07 時 00 分 356 7.80 

08 時 00 分 001 7.01 

09 時 00 分 352 5.92 
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海象：うねり 波向南東、波高約１.５ｍ、水温 約１９℃ 

日出時刻：０５時４３分ごろ 

 高知県高知市及び土佐市には、本事故当時、乾燥注意報以外の気象

及び海象に関する注意報及び警報は発表されていなかった。 

 四国沖北部には、４月８日１７時３０分に海上風警報（最大風速 

１５m/s）が発表され、本事故当時も継続中であった。 

10 時 00 分 048 4.42 

11 時 00 分 111 3.54 

 事故の経過  本船は、操縦者１人が乗り、小型底びき網漁の目的で、令和３年４

月８日１７時ごろ高知県高知市高知港を出航し、１８時ごろ高知港南

方沖３Ｍ付近から南西進しながら１回目の操業を開始した。 

 同じ漁業協同組合に所属する僚船（以下「Ａ船」という。）の船長

（以下「船長Ａ」という。）は、１８時ごろ本船の北方海域で南西進

しながら小型底びき網漁を開始し、１９時３０分ごろ北東進する目的

で反転し、本船とすれ違った際、本船が約３ノットの対地速力で南西

進しながら操業を続けているのを認めた。 

 操縦者は、２１時ごろ、高知県土佐市白ノ鼻東方沖２Ｍ付近の漁礁

（以下「本件漁礁」という。）付近で本船のバッテリが上がって機関

が始動できなくなったので、船長Ａに電話し、本船を高知港までえい
．．

航してほしい旨を伝えた。 

 船長Ａは、１回目の操業を開始した場所付近を出発し、本件漁礁付

近に到着したものの、本船が見当たらなかったので操縦者に電話した

ところ、操縦者がＡ船の航海灯及び回転灯が見えないと述べたので、

操縦者に対し、本船と会合する手がかりとなるよう本船上で紙や布を

燃やすことを助言し、電話で連絡を取りながら周辺海域を捜した。 

 操縦者は、２２時３０分ごろ、陸上にいた同じ漁業協同組合に所属

する別の僚船（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」とい

う。）に電話し、本船を高知港までえい
．．

航してほしい旨を伝えた。 

 船長Ｂは、２３時３０分ごろ高知港を出航し、９日００時ごろ本件

漁礁付近に到着したものの、本船が見当たらなかったので操縦者に電

話したところ、操縦者がＢ船の航海灯及び作業灯が見えないと述べた

ので、電話で連絡を取りながら周辺海域を捜した。 

 船長Ｂは、０３時０５分ごろ操縦者と電話で通話した後、０３時 

１０分ごろ操縦者の携帯電話に発信したものの、電源が入っていない

か電波が届かない状態である旨のメッセージが流れた。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、日出後も捜索を続けたものの本船を発見でき

なかったので、所属する漁業協同組合を経由して０８時４５分ごろ海

上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 本船は、海上保安庁の巡視船艇、航空機及びヘリコプタによる捜索
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が行われ、１０時１７分ごろ、白ノ鼻南南東方沖１０.６Ｍ付近で、

機関が停止した状態で漂流しているところを発見され、船内の捜索が

行われたものの、操縦者が発見されず、海上の捜索が継続されたもの

の、操縦者が行方不明となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) 本船の操業形態及び構造 

   本船が行う小型底びき網漁は、漁業許可証によれば１８時から

翌０２時までの間、高知県物
もの

部
べ

川河口南方沖から高知県仁
に

淀
よど

川河

口南方沖の間において行うもので、漁網の投入後、約３ノットの

対地速力でえい
．．

網し、揚網を行って漁獲物を回収する操業を繰り

返すものであった。 

   本船の漁具は、引き綱、網口を広げるためのビーム（長さ約 

７～８ｍ）、漁網（袖網及び袋網を合わせて長さ約７～８ｍ）で構

成されていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   甲板から舷縁までの高さは、船首部が約０.７ｍ、中央部が約

０.６ｍ、船尾部が約０.６ｍであり、海面から舷縁までの高さ

（乾舷）は、船首部、中央部、船尾部共に約１.３ｍであり、縄

ばしご
．．．

はなかった。 

   右舷船尾部及び左舷船尾部には手すりが設置されており、右舷

船尾部の手すりは、長さが約２.６ｍ、舷縁からの高さが約０.７

ｍであり、左舷船尾部の手すりは、長さが約４.０ｍ、舷縁からの

高さが約０.４ｍであった。（写真１～写真５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 漁具 

引き綱 

ビーム 

袋網 

 

水深に応じて調整 

約 80m 

袖網 
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   本船は、発見された際、船首甲板には燃えかすが入ったやかん
．．．

が置かれ、引き綱及び袖網がリールウインチに巻き取られ、後部

甲板上に置かれていた袋網には漁獲物が入った状態であり、船体

には他船と衝突したような痕跡がなかった。（写真６参照） 

写真１ 本船 写真２ 左舷側通路及び操舵室 

約 0.7m 

約 0.6m 

操舵室 

写真３ 後部甲板 

約 0.6m 

リールウインチ 

約 0.4m 

約 4.0m 

写真４ 左舷船尾部の手すり 

写真５ 右舷船尾部の手すり 

約 0.7m 

約 2.6m 
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   本船の操縦室に設置されていたＧＰＳプロッターには航跡が記

録されており、白ノ鼻東方沖４Ｍ付近で途切れていた。 

   バッテリは、令和３年１２月に新替えされ、本事故発生前まで

不具合がなく、バッテリが過放電となった要因は不明であった。 

(2) 操縦者に関する情報 

   操縦者は、高知港出航時、長袖のＴシャツ、胴付きカッパ、長

靴を着用し、救命胴衣を着用していなかった。また、操縦者は、

ふだんから救命胴衣を着用していなかったが、着用しない理由は

不明であった。 

   本船の操縦室には、自動膨張式の作業用救命衣が置かれてい

た。 

   操縦者は、持病があり、疲れやすいことがあった。 

   操縦者は、小型船舶操縦免許を受けていなかった。 

   船長Ａは、操縦者が、電源が喪失して航海灯が全て消えた状態

となり、足元が見えにくくなって落水した可能性があるのではな

いかと本事故後に思った。 

   船長Ｂは、操縦者が、Ｂ船の灯火を認めなかったことから、Ｂ

船が本件漁礁付近に到着した頃には、本船が北風によって本件漁

礁付近から南方に流され、操縦者から伝えられた場所より南方沖

にいたのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 操縦者は、行方不明となった。 

 操縦者は、本船が漂泊中、４月９日０３時０５分ごろ船長Ｂと携帯

電話で通話した後、１０時１７分ごろ白ノ鼻南南東方沖１０.６Ｍ付

近で本船が無人の状態で漂流しているところを発見されたことから、

写真６ 船首甲板に置かれていたやかん
．．．

 

置かれていた場所 
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この間において落水して行方不明となったものと考えられる。 

 本船は、発見された際、機関が停止し、漁獲物の入った漁網が船上

に揚収され、船首甲板に燃えかすの入ったやかん
．．．

が置かれた状態であ

ったこと、僚船にえい
．．

航を依頼していたことから、操縦者が操業を終

え、船首甲板で紙や布を燃やして僚船の到着を待っていた際に落水し

た可能性があると考えられる。 

 本船は、ＧＰＳプロッターの航跡が白ノ鼻東方沖４Ｍ付近で途切

れ、白ノ鼻南南東方沖１０.６Ｍ付近で本船が発見されたことから、

白ノ鼻東方沖４Ｍ付近で電源が喪失して機関を始動できなくなり、北

風によって南方へ流されたものと考えられる。 

 本船のバッテリが過放電となった要因は不明であった。 

 操縦者は、小型船舶操縦免許を受けていなかったことから、本船の

船長として乗船してはならなかった。 

原因 本事故は、夜間、白ノ鼻東方沖～南南東方沖において、本船が漂泊

中、操縦者が本船から落水したことにより発生したものと考えられ

る。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型漁船の暴露甲板の乗船者は、救命胴衣を着用すること。 

・小型漁船の操縦者は、夜間、船内の電源が喪失して足元が暗い場

合、落水することがないよう、甲板上では手すり等につかまって

姿勢を低くするなどして安定した姿勢を保つとともに、甲板上の

漁具等につまずくことのないよう十分に注意すること。 

・小型船舶の操縦者は、機関の始動ができなくなり、僚船等の支援

が得られない場合、速やかに海上保安庁に救助を要請すること。 

・小型船舶の操縦者は、バッテリの保守点検を定期的に行うととも

に発航前点検を確実に行うこと。 

・小型船舶の操縦者は、落水した場合に備え、縄ばしご
．．．

を準備して

おくことが望ましい。 

・小型船舶の船長として乗船する場合は、小型船舶操縦免許を受け

ること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

土佐市 

白ノ鼻 

高知県高知市 

本船発見場所（令和３年４月９日１０時１７分ごろ） 

ＧＰＳプロッターの航跡が途切れていた場所 

本船の操業海域 

本件漁礁 

高知港 

仁淀川 

物部川 

出航場所（令和３年４月８日１７時ごろ） 

海上の数値は、 
水深(m)を表している。 


